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産業常任委員会の記録 

(建設環境課) 

招 集 年 月 日 令和６年３月５日（火） 

招 集 の 場 所 松野町議会議場 

開 会 ３月８日（金）   午後 １時１１分 

閉 会 同  上     午後 ２時０８分 

出 席 委 員 安西 博文、山崎 匡、加藤 康幸、森岡 健治、赤松 紀幸、 

山石 恭助、山田 寛二 

欠 席 委 員  

付 議 事 件 説 明 

の た め 出 席 

した者の職氏名 

町長 坂本 浩、副町長 八十島 温夫 

課長 谷口 健二、課長補佐 金谷 健行、課長補佐 川内 武 

係長 信崎 恵一、係長 森田 知之 

職務のため出席 

した者の職氏名 
議会事務局長 大谷 吉廣、書記 岡崎 智恵子 

付 議 事 件 １ 議案第１２号「令和６年度松野町一般会計予算」 
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議案第１２号「令和６年度松野町一般会計予算」、建設環境課所管分

の審査を行います。 

担当課長に説明を求めます。 

業務計画説明 

続きまして、議案第１２号 令和６年度松野町一般会計歳入、歳出

予算、建設環境課所管分について、ご説明いたします。予算書の７２

～７４ページをご覧下さい。歳出４款 衛生費について、ご説明いた

します。１項 保健衛生費 ３目 環境衛生費の予算額は、３９００

万３千円を計上しております。内容は、職員の人件費、町内各部落か

ら就任いただいております環境保全推進員報酬のほか、１０節需用費

では、広見川等一斉清掃作業用の燃料費や「花と緑の町づくり事業」

推進のため活動いただいておりますボランティア団体へ配布する花

苗購入費８２万７千円を計上しております。この花苗購入費の財源

は、ふるさと応援基金の活用を予定しており、引き続き、住民の皆様

と協働した町づくり、地域活性化につながる事業を展開していきたい

と考えております。１１節役務費では、町内９河川の水質検査手数料、

１２節委託料では、狂犬病予防委託料のほか不法投棄対策として、設

置しております監視カメラ移設に係る機器調整委託料を計上してお

ります。１８節負担金補助及び交付金では、広見川をきれいにする協

議会負担金のほか、愛媛県生物多様性保全推進協議会については、二

ホンジカの個体数の増加や、生息地域の拡大による森林植生の衰退、

希少植物への食害対策を講ずるための協議会が県内の関係市町を構

成メンバーとして、設立されることとなり、本町では、滑床成川鳥獣

保護区の一部が対象区域となることから、協議会に参加し、保護区内

の動植物の生態調査や防鹿ネット等の設置による生態系の維持、生物

多様性保全の啓発に努めることとしております。委員会資料は、１ペ

ージをご覧ください。補助金関係では、生活排水の処理対策として、

設置を促進しております小型合併処理浄化槽設置費への補助金とし

て１０基分、６５２万９千円を計上しております。委員会資料は、２
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ページをご覧ください。新エネルギー機器等設置費補助金では、地球

温暖化対策として、温室効果ガス排出量削減を目的とした蓄電池シス

テム３件分、燃料電池システム２件分、太陽光発電システム４件分の

設置費補助金として、計１１０万８千円を計上しております。委員会

資料は、３ページをご覧ください。令和６年度からの新たな取組とし

て、町内に生息している飼い主のいない猫（地域猫）による生活環境

に対する被害、迷惑の未然防止や不必要な繁殖の抑制を図ることを目

的として、不妊・去勢手術を実施した個人・団体に対して手術に要す

る費用の一部補助を予定しております。補助の概要については、町内

に生息している飼い主のいない猫（地域猫）を対象とし雌猫の不妊手

術費用に、２万５千円、雄猫の去勢手術費用として、１万円を上限と

して、補助することとしており、計４５万円を計上しております。予

算書の７４ページをご覧下さい。２３節投資及び出資金では、地方公

営企業繰出基準に基づき簡易水道事業の企業債の元金償還金に対し

て、一般会計から出資金として、１３４２万６千円を計上しておりま

す。２７節繰出金、こちらも簡易水道事業の企業債の利子償還金とし

て、操出金１３４万９千円を計上しております。予算書の７４～７５

ページをご覧下さい。続いて、４款衛生費２項清掃費１目塵芥処理費

について、ご説明いたします。予算額は、５２５５万８千円を計上し

ております。内容につきましては、職員の人件費、ごみ処理に係る経

費のほか１０節 需用費では、指定ごみ袋の購入費や車両の修繕料を

計上しております。委員会資料は、４ページをご覧ください。１７節

備品購入費では、ごみの収集運搬に使用しておりますパッカー車の更

新を予定しております。現在、ごみの収集運搬車両として、パッカー

車３台を所有しておりますが、うち１台の車両が、購入後１０年が経

過し、車両本体の老朽化に伴い、修理頻度の増加など、業務に支障を

きたすことがあるため、更新するものです。車両購入費用として、１

４９１万２千円を計上しております。４款衛生費に係る歳入について

説明いたします。２１ページをお開き下さい。１３款２項３目２節塵
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芥処理手数料では、ごみ袋販売手数料、粗大ごみ収集手数料など、７

５６万２千円を計上しており、これらの収入については、塵芥作業に

係る経費のほか広域事務組合の運営負担金に充てられるものであり

ます。２３ページをご覧下さい。１４款２項３目２節には、浄化槽設

置に対する循環型社会形成推進交付金２１７万６千円を計上してお

ります。２６ページをご覧下さい。１５款２項３目２節では、浄化槽

整備事業費補助金１４３万６千円、新エネルギー等関連設備導入促進

支援事業費補助金１９万９千円、を計上しております。３４ページを

ご覧下さい。２１款１項１目の過疎対策事業債のうち、１４９０万円

を塵芥車購入費に充当しております。次に、予算書の９１～９２ペー

ジをご覧下さい。歳出８款 土木費についてご説明いたします。１項 

土木管理費、１目土木総務費については、予算額、９９３万３千円を

計上しております。内容は、職員の人件費のほか、事務費、協会費等

の義務的経費が主なものです。２項道路橋梁費１目道路橋梁総務費に

ついては、予算額１８万６千円を計上しております。内容は、道路協

会、各種協議会の負担金が主なものです。２目道路維持費については、

予算額５８２０万６千円を計上しております。内容は、職員の人件費

や町道の維持管理に係る作業車の燃料費や修繕料のほか、予算書９３

ページになります。１４節工事請負費では、各部落からの要望事業や

交通安全対策に係る整備費として、１１５６万８千円計上しておりま

す。道路等維持管理工事ついては、部落からの要望に基づき、年間４

から５箇所、各部落２年に１箇所程度の事業実施をしており、引き続

き、計画的な事業推進による住環境の整備に努めることとしておりま

す。１５節原材料費では、町道の維持管理、直営事業の工事用材料費

として、７００万円を計上しております。予算書の９４～９５ページ

をご覧ください。委員会資料は、５ページをご覧ください。３目道路

新設改良費については、予算額１億５８５８万６千円を計上しており

ます。内容につきましては、職員の人件費や事務等に必要な経費のほ

か、１２節委託料では、定期点検により、修繕が必要と判定された橋
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梁の修繕設計費や道路改良事業に係る測量設計費など、３９０２万１

千円を計上しております。１４節工事請負費では、町道４路線の整備

をはじめ、修繕計画に基づき実施しております橋梁の修繕工事４件、

舗装修繕工事２路線など、計１億２００万円１８節 負担金補助及び

交付金では、愛媛県が実施しております県道２路線の整備に係る負担

金６０５万４千円を計上しております。８款土木費３項河川費１目河

川総務費については、予算額５万９千円で、内容は消耗品費や協議会

会費であります。予算書９５～９６ページ。資料６ページをご覧下さ

い。２目砂防事業費については、予算額１億１３８７万円を計上して

おります。内容は、急傾斜地区と指定されている地域の土砂災害防止

対策に係る費用で、１２節委託料では、測量設計費として、２３１万

２千円、１４節工事請負費では７件分の工事費、１億１１００万円、

１８節負担金補助及び交付金では、愛媛県が整備を進めております谷

口地区の急傾斜崩壊対策事業の負担金５４万円を計上しております。

がけ地危険箇所の本年度末の着手率は、５８パーセントとなっており

ます。引き続き、土砂災害に備えた事業の推進に努めることとしてお

ります。予算書９６～９７ページをご覧下さい。同じく、４項住宅費

１目住宅管理費については、予算額３６３３万５千円を計上しており

ます。内容としましては、職員の人件費、町営住宅の管理に必要な経

費のほか、１２節委託料では、昭和５６年５月以前に建築された木造

住宅の耐震診断事業として、建築士の派遣委託料１０件分、５０万８

千円計上しております。委員会資料は、７～８ページをご覧ください。

１４節工事請負費では、老朽化により入居が困難となっている蕨生住

宅、延野々野尻地区の教員住宅の計２棟の解体を予定しており、工事

請負費４６８万９千円を計上しております。蕨生住宅の跡地は、原状

に回復して地権者に返還することとしております。委員会資料は、９

～１１ページをご覧ください。１８節負担金補助及び交付金では、民

間木造住宅の耐震化事業として、耐震設計２件分、耐震改修工事２件

分、屋根瓦等を改修する耐風工事１件分、耐震改修を実施する住宅へ
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安 西 委 員 長 

山 田 委 員 

の木造住宅耐震改修事業費補助金として３０３万２千円、そのほか住

宅内の一部をシェルター整備に要する補助金１件分、４０万円を計上

しております。能登半島地震以降、住宅耐震化への関心も高まってお

ります。引き続き、ＨＰ・広報や自宅訪問による耐震改修補助制度の

周知に努め木造住宅の耐震率向上に取り組むこととしております。委

員会資料は、１２ページをご覧ください。空家対策では、大規模地震

の影響による倒壊の恐れや周辺の生活環境に悪影響を与えている空

き家の除却に係る費用５件分を空き家再生等推進事業費補助金とし

て、４００万円計上しております。ほか地震時に倒壊の危険性のある

ブロック塀の除却及び建替え工事に要する経費の一部を補助するブ

ロック塀等安全対策事業費補助金３件分、９０万円を計上しておりま

す。８款土木費に係る歳入について、説明いたします。２３ページを

ご覧下さい。１４款２項６目 １節道路新設改良費補助金として、５

３３０万円、１４款２項６目２節住宅管理費補助金では、木造住宅耐

震化、空家等除却促進事業費の社会資本整備総合交付金として、４４

４万円、２７ページをご覧下さい。１５款２項５目２節 砂防事業費

補助金として、６０００万円、１５款２項５目３節住宅管理費補助金

では、木造住宅耐震化、空家等除却促進事業費として、１７４万円を

計上しております。３４ページをご覧下さい。２１款１項１目の過疎

対策事業債の内、５８２０万円、２目辺地対策事業債２３６０万円を

道路改良、橋梁や舗装修繕等の交付金事業補助残に充当しておりま

す。続きまして、２１款１項３目１節の緊急自然災害防止対策事業債、

５２６０万円は、がけ崩れ防災対策事業の補助残に充当するもので

す。１２２ページをご覧ください。１１款災害復旧費 ２項公共土木

施設災害復旧費、１目道路橋梁災害復旧費は、存置予算１千円を計上

しております。以上で説明を終わります。よろしくご審議いただきご

承認賜りますようお願い申し上げます。 

担当課長の説明が終わりました。委員からの質問を許します。 

廃棄物の適正処理という項目があったと思いますけど、それについ
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てお聞きしたいと思います。 

先日一般質問で粗大ごみですかね、たんす等の処理についてちょっ

と改善をお願いしとったと思うんですけど、それに関連しとるんかな

と思うんですが、宇和島地区広域事務組合との連携による取組という

ことで、今回質問させていただいた内容についても、この部分に該当

するんかなと勝手に思っとるんですけど、提案させていただいたこと

に対して、現時点での、どのような形で進めようとされとるのかいう

のが、もし、まだ決定はしてないかもしれませんが分かる範囲で教え

ていただきたいのと、あと空き家の除去作業ということで先ほど、絵

もありましたけど、個人的にやる場合には８０万の補助が出るという

ことは理解してるんですが、なかなか条件面も空き家の後ろに、生活

の家があるとか、道路が横を通ってるとかいう条件があったというふ

うに理解しとるんですが、それ以外の空き家で、どうしてももう大分

腐りかけて、もう倒壊寸前というとこが結構町内あるんじゃないかな

と思うんですけど、そこら辺の撤去について、どのように解体をする

ような形で考えられておるのか、あくまでも個人の負担で全てせなけ

ればならないのか。 

そこら辺のとこもお聞かせを頂いたらと思います。 

特に空き家があちこち目立ってまして、もう倒壊寸前のとこが結構

目につくんで、見た目も悪いですし、安全面も当然、関わってくると

思うんで、そこら辺のところで今、やろうとしておることがありまし

たら、また教えていただければというふうに思います。 

まず初めの１点目の粗大ごみの、一般質問された粗大ごみの収集の

許可の関係の取組でございますが、今まだ、実際にはまだ取り組んで

いない状況ではございますが、これまでも度々、住民の方からも、相

談を受けておりまして、どのような取組したらいいかということは、

課内でも協議を進めてはおりました。 

その中で、処理の方法としましては、現在事業系の一般廃棄物の処

理を許可している業者さんに、許可を出す方法とかですね、あと、町
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内の建設会社さん、トラックを持っておられる業者さんもおられます

ので、そういう業者さんが御協力を頂けるようなら、町内の業者に絞

って許可を出すとかいうことを今、課内では話しているところでござ

いますので、今後、また、他の市町にもですね、どういう取組をして

いるかというようなことを確認しながら状況を確認しながら、処理体

制の整備を進めていきたいと考えておりますのでまた、今御報告させ

ていただいたらと思います。 

あと空き家の解体の関係なんですけれども、こちらも平成２９年に

現地の町内全域空き家の調査を行っておりまして、１６６か所その時

にはあったんですけれども、今年度改めて実態調査いたしますと、２

５０か所、約２５５か所ほどの空き家が確認されておりまして今現在

取りまとめを行っておりまして、こちらのほうは、町のＧＩＳ地図情

報システムのほうにも、空き家を落として、今後管理をしていきたい

と考えているところでございます。 

空き家につきましては、一般質問でも、町長のほうから答弁させて

いただきましたけれども、ほとんどの持ち主の方が、町内のほうにも、

いない方が多くて、地元の方が、現地を確認したりして町のほうに情

報を頂いたり、町のほうでも道路のパトロールや、あと水道の検針の

折にですね、空き家の状況等を確認しながら、今、空き家の管理の対

策とか、取組を行っておるところでございます。 

空き家対策の特別措置法のほうもですね、今年度改正されておりま

して、持ち主の管理の義務の強化とか、いうこともをされております

んで町のほうもなるべく現地のほう出向いて、また確認させていただ

いて、地域の方と、地域の役員の方とかですね区長さんとかと、また

そちらのと協議しながら、地権者に対して、指導とか勧告とかのとい

うことも取組を行っていきたいと思いますので、また、気になるよう

な点ございましたら、また御意見等頂きたいと思います。 

粗大ごみのほうについては、今答弁頂いたように、町内の業者をち

ょっと選定する予定ということを今聞いとるんですけど、処分する費
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用のこともありますので、そこら辺も含めて、依頼者があまり負担の

かからないように、なるべく早急に仕組みづくりをしていただいて、

利用できるような方向で進めていただければと思います。 

またそういうのが決まりましたらまた教えていただいたらと思い

ます。 

それと空き家のほうについては今報告頂いたように年々増加して

ますし、特に空き家の中でも、もう全然使えない、当然倒壊の危機に

あるいうのが、何か所かあると思いますんで、また優先順位をつけて

いただいて、費用がかかりますから、すぐにはできないにしても、何

とか、処分していくような方向にしていかなければ、どんどんどんど

ん増えていくばっかりじゃないかなと思いますんで、そこら辺もなる

べく早く適正な処置ができるように、またお願いしたいなと思いま

す。 

国道３８１号線の改良工事ということなんですけど、なかなか多

分、町内の皆さん、なかなか進まないなというかそういうのを感じら

れてるんじゃないかなと思うんですけど、この見通しですよね。 

こっから先の、はっきりは言えない部分があるんだろうと思うんで

すけども、どういう形でいつ頃に工事、３８１号線はよくなるのか。 

多分町民みんなの願いだと思いますんで、その辺お答えできる範囲

で、構いませんのでお答えしていただいたらと思います。 

国道３８１号線の整備につきましては、以前より、住民の方からも

要望を頂いておりまして、本町といたしましても、協議会等を通じま

して、毎年のように県、国のほうに要望をいたしているところでござ

います。 

この３８１号線につきましては南予地方局のほうが工事のほうを

進めておりまして、担当する道路課のほうにも事業の進捗等、毎年確

認はしておるところでございまして、残り区間のほうはもう約３００

メートル、ほどとなっております。順調にいけばですね、予算どおり

の要望額が、国に対しての要望額がつけばですね、令和１０年までに
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は、完了できるというような回答を頂いておりますけれども、これが

内示率、毎年徐々に下がっておりまして、町内の道路改良事業におき

ましても、今年度も約７０％を要望の７０％ほどしか事業費がつかな

いような状況もございますので、事業の進捗はまだまだちょっと把握

できないとこあるんですけれども、今後とも町としても、整備が促進

できるように、県のほう国のほうにも要望活動のほうを続けていきた

いと考えているところでございます。 

なかなか財政のほうで厳しいっていう状況なんだろうと思います

んで、そこはぜひ町長にお力を発揮していただいて、少しでも早く、

完成を目指していただきたいと思います。 

それともう一つだけ、ちょっと一般質問のときに言わなかったんで

すけれども、住宅の耐震の補助の制度についてなんですけど、やはり

実績が少なかったというんで是非今回興味がある方がすごい多いと

思うんで、関心のある方が。 

しっかり告知をしていただく。 

財政的な予算措置というのもあるんで、なかなか厳しい面があるの

かもしれないですけど、知らなかったと町民の人が知らなかったとい

うことがないように是非、告知のほうをしっかりしていただきたいと

思います。 

他にありませんか。 

質問が無いようであれば、採決に移ります。 

ただいま審査しております、議案第１２号について、原案のとおり

御承認いただけますか。 

（異議なしの声） 

賛成全員です。 

したがって、当委員会は、議案第１２号「令和６年度松野町一般会

計予算」、建設環境課所管分については原案のとおり可決すべきもの

と決定いたしました。 

続きまして、議案第１８号「令和６年度松野町簡易水道事業会計予
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算」の審査を行います。 

担当課長に説明を求めます。 

業務計画説明 

続きまして、議案第１８号令和６年度松野町簡易水道事業会計予算

に、ついてご説明いたします。予算書の１ページをお開きください。

第２条につきましては、業務の予定量を定めるものでありまして、給

水戸数は、２０００戸、年間総給水量は、７０万６０００㎥、一日平

均給水量は、１９９０㎥、主要な建設改良工事は、２１９万４千円を

予定しております。第３条は、水道事業の収益的収入及び支出の予定

額を定めるもので、収入につきましては、第１款 簡易水道事業収益の

予定額を、１億７０８万５千円とするものです。第１項 営業収益は、

主に水道料金でありまして、９３５７万３千円を計上しております。

第２項 営業外収益１３５０万２千円につきましては、一般会計から

の補助金等を計上するものであります。第３項特別利益は、１万円を

計上しております。支出につきましては、第１款簡易水道事業費用の

予定額を、１億１５５万円とするものです。第１項営業費用は、水道

施設の管理等に要する経費として、８９５２万１千円を計上しており

ます。第２項営業外費用７０１万９千円につきましては、企業債の償

還利息、消費税を計上するものであります。第３項特別損失は、１万

円を計上しております。第４項予備費は、５００万円をそれぞれ計上

しております。２ページをお開きください。第４条は、資本的収入及

び支出の予定額を定めるものでありまして、収入につきましては、第

１款資本的収入の予定額を、１３４２万６千円とするものです。第１

項出資金１３４２万６千円については、一般会計からの企業債の償還

元金を計上するものであります。支出につきましては、第１款資本的

支出の予定額を、２７２２万１千円とするものです。第１項建設改良

費は、水道施設の整備に要する経費として、２１９万４千円を計上し

ております。第２項企業債償還金は、２５０２万７千円を計上するも

のであります。第５条から第９条までは、一時借入金の限度額、会計
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上の経費の流用のほか、職員給与費、棚卸資産購入限度額について、

定めておりますのでお目通しをお願いいたします。続きまして、第３

条収益的収入及び支出の内訳について、説明いたしますので、７ペー

ジの事項別明細書をお開き下さい。収益的収入のうち、主なものにつ

いて説明いたします。１款簡易水道事業収益１項営業収益１目給水収

益につきましては、水道料金の調定見込額９３４９万３千円、２目そ

の他営業収益は、指定給水装置工事申請手数料など８万円を計上して

おります。続きまして、２項営業外収益、２目補助金につきましては、

簡易水道事業債及び公営企業適用債利息に係る一般会計からの補助

金１３４万９千円を計上しております。８ページをご覧ください。３

項 特別利益１目過年度損益修正益については、過年度調定が追加修

正となった場合のため計上しております。続きまして、収益的支出に

ついて、説明いたします。９ページをご覧ください。１款簡易水道事

業費用１項営業費用１目原水及び浄水費ついては、浄水施設の管理経

費として、５７１万７千円を計上しております。内容は、水道管理に

必要な薬品等の購入費のほか、浄水場ろ過施設の砂洗浄委託料であり

ます。２目 総係費については、水道事業に係る経費として、５４０

７万９千円計上しております。内容は、職員の人件費、施設管理に係

る燃料費や光熱水費のほか１０ページをご覧ください。１８節 委託

料９６８万８千円は、管路の漏水調査、システム保守のほか、管路更

新事業に係る計画策定及び調査費を計上しております。２２節使用料

及び賃借料は、水道施設の監視システム、水道会計システムの使用料

であります。２３節修繕費９２８万３千円は、漏水箇所の修繕、資材

等の購入費のほか、在庫資材の減価償却費を計上しております。１１

ページをご覧ください。３５節負担金では、水質検査協議会等の負担

金２０３万４千円を計上しております。３目減価償却費２９７２万５

千円は、水道施設に係る建物・構築物・機械・車両・工具等の減価償

却費であります。１２ページをご覧ください。次に、２項営業外費用

の１目支払利息及び企業債取扱諸費１節企業債利息２５８万１千円
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については、簡易水道事業債及び公営企業会計適用債の償還金利子分

を計上しております。２目消費税及び地方消費税、４４３万８千円に

ついては、納税見込額を計上しております。４項予備費は、５００万

円計上しております。続きまして、資本的収入及び支出の内訳につい

て説明いたします。１３ページをお開き下さい。１款資本的収入１項

出資金１目他会計出資金１３４２万６千円につきましては、企業債の

元金償還金に対する一般会計の出資金を計上しております。次に、資

本的支出について説明いたします。１款資本的支出１項建設改良費１

目営業設備費は、水道施設の整備に要する経費として、１８９万４千

円を計上しております。２項企業債償還金１目建設企業債元金償還金

２５０２万７千円は、簡易水道事業債、公営企業適用債の元金償還金

を計上しております。続きまして、１４ページをご覧ください。簡易

水道事業会計の、令和６年４月１日から令和７年３月３１日までの、

予定キャッシュフロー計算書について説明いたします。キャッシュフ

ロー計算書は、事業年度の現金の増減状況、収支の情報を得るため作

成する報告書であります。１の業務活動によるキャッシュフローにつ

いては、３２６２万９９８４円を見込んでおります。２の投資活動に

よるキャッシュフローは、１９９万４５４５円、３の財務活動による

キャッシュフローは、１１６０万４６１円を算定しておりまして、令

和６年度の資金期末残高としては、１億６４２９万４２８０円を見込

んでおります。次に、１５～２０ページにつきましては、水道事業職

員３名分の給与費、法定福利費手当等を、一般会計に準じて作成して

おりますのでの内訳についてはお目通しください。続きまして２２ペ

ージ、令和５年度簡易水道事業予定損益計算書について、本年度の経

営状況を表す収支報告書でありまして、当年度末処分利益剰余金は、

１８３万３５４５円を見込んでおります。続きまして、２３～２８ペ

ージは、令和５年度末から令和６年度末までの簡易水道事業予定開始

貸借対照表として、保有する全ての資産、負債及び資本を総括的に表

示した報告書になりますので、お目通しをお願いします。以上で、議
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案第１８号令和６年度松野町簡易水道事業会計予算の説明を終わり

ます。よろしくご審議いただき、ご承認いただきますようお願いいた

します。 

担当課長の説明が終わりました。委員からの質問を許します。 

質問が無いようであれば、採決に移ります。 

ただいま審査しております、議案第１８号について、原案のとおり

御承認いただけますか。 

（異議なしの声） 

賛成全員です。 

したがって、当委員会は、議案第１８号「令和６年度松野町簡易水

道事業会計予算」については原案のとおり可決すべきものと決定いた

しました。 

 

会議の経過を記載して、その相違ないことを証するためここに署名

する。 

 

 令和６年５月２日 

  松野町議会産業常任委員会委員長 安西 博文 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


